
市町村及び地域の関係機

関との連携体制

・松山市自立支援協議会 子ども支援部会（乳幼児部会・学童

 部会）への参加。

・久万高原町自立支援協議会 子ども支援部会への参加。

・松前町自立支援協議会 相談支援ケース会への参加。

・松前町子ども子育て支援会議への参加。

・松前町特別支援連携協議会への参加。

幅広い高度な専門性に基

づく発達支援及び家族支

援を提供する体制

・毎日通園による療育を実施。

・年齢に応じたクラス活動、発達段階に応じたグループ活動、

 個別支援、プール活動、ミュージックケア、各種行事など幅広

 い活動を実施。

・保育士、児童指導員の他、言語聴覚士・作業療法士・臨床心理

 士等による専門的な支援を実施。

・定期的な個別懇談、家庭訪問、父母会活動を通じて勉強会や

 交流会を行う等の家族支援を実施。

・相談支援専門員と連携し、随時、相談できる体制の整備。

地域の障害児通所支援事

業所との連携体制

・松山市児童発達支援事業連絡会の運営を行い、事業所間交流や

 研修の機会を確保。

・愛媛県療育支援従事者資質向上研修事業を受託し、定期的に研

 修会を実施。

・小児症例検討会を通じて、医療・福祉・教育・保健機関の連携

 及び研修の実施。

・地域の障害児通所支援事業所への訪問等を通じての連携。

・当センターの内部研修への参加呼びかけ。

地域のインクルージョン

推進の中核機能

・保育所等訪問支援事業の実施。

・障がい児等療育支援事業の実施。（施設支援）

・保育幼稚園課、教育委員会、その他の子育て施策等より依頼

 を受け、啓発のための研修会を実施。

・移行支援を通じて、就園先や就学先等との関係機関との連携。

地域の発達支援に関する

入り口としての相談機能

・障がい児等療育支援事業の実施（外来）。

・松山市母子保健事業すくすくキッズへの出向。

・その他、随時発達相談の対応。

令和7年度  地域障害児支援体制  中核機能体制及び取り組み

児童発達支援センターあゆみ学園


